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小松島市お散歩アプリ「こまポンウォーク」クーポン取扱店募集要領 

新旧対照表 
 

 

ページ数 令和５年度 令和６年度 修正内容 

 ２．クーポンの発行概要 

（２）クーポンの種類 

２．クーポンの発行概要 

（２）クーポンの種類 

 

１ ①店舗共通５００円割引クーポン（市補助率１００％） 

②店舗限定〇〇〇円割引クーポン（市補助率８０％） 

（取扱店舗の申込により割引額は１００円、２００

円、３００円、４００円、５００円のいずれかに

設定） 

③店舗限定特典クーポン（市補助なし） 

①店舗共通５００円割引クーポン（市補助率１００％） 

 

（削除） 

 

 

②店舗限定特典クーポン（市補助なし） 

 

 

店舗限定○○○円割

引クーポンを廃止 

 （３）スケジュール予定 （３）スケジュール予定  

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①店舗共通５００円割引クーポン（市補助率１００％） 

②店舗限定〇〇〇円割引クーポン（市補助率８０％） 

令和５年度は年２回抽選予定 

・１回目抽選 

令和５年７月１日～７月１０日 クーポン抽選応募

期間 

（アプリ利用者がポイントを消費し、クーポンの抽

選に応募） 

令和５年７月１５日～１０月３１日 クーポン使用

期間 

・２回目抽選 

令和５年１２月１日～１２月１０日 クーポン抽選

応募期間 

（アプリ利用者がポイントを消費し、クーポンの抽

選に応募） 

①店舗共通５００円割引クーポン（市補助率１００％） 

（削除） 

令和６年度は年５回抽選予定 

・１回目抽選 

令和６年６月１日～６月１０日 クーポン抽選応募

期間 

令和６年６月１５日～令和７年３月３１日 クーポ

ン使用期間 

 

 

・２回目抽選 

令和６年８月１日～８月１０日 クーポン抽選応募

期間 

令和６年８月１５日～令和７年３月３１日 クーポ

ン使用期間 

店舗限定○○○円割

引クーポンを廃止 

抽選回数を２回から

５回に改正 
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ページ数 令和５年度 令和６年度 修正内容 

１ 令和５年１２月１５日～令和６年３月３１日 クー

ポン使用期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スケジュールは予定のため、変更になる場合があ

ります。 

 

③店舗限定特典クーポン（市補助なし） 

取扱店舗からの申込により、クーポン抽選を随時実

施 

クーポン使用期間は、取扱店舗からの申込内容によ

り設定 

 

 

 

・３回目抽選 

令和６年１０月１日～１０月１０日 クーポン抽選

応募期間 

令和６年１０月１５日～令和７年３月３１日 クー

ポン使用期間 

・４回目抽選 

令和６年１２月１日～１２月１０日 クーポン抽選

応募期間 

令和６年１２月１５日～令和７年３月３１日 クー

ポン使用期間 

・５回目抽選 

令和７年２月１日～２月１０日 クーポン抽選応募

期間 

令和７年２月１５日～３月３１日 クーポン使用期

間 

※スケジュールは予定のため、変更になる場合があり

ます。 

 

②店舗限定特典クーポン（市補助なし） 

取扱店舗からの申込（任意）により、クーポン抽選

を随時実施 

クーポン使用期間は、取扱店舗からの申込内容によ

り設定 

 

 

 

抽選回数を２回から

５回に改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗限定特典クーポ

ンの実施を「必須」

から「任意」に改正 

 ５．取扱店舗参加資格 ５．取扱店舗参加資格  
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ページ数 令和５年度 令和６年度 修正内容 

３ ２ 前項に定める事業者のうち、次の各号のいずれか

に該当する者は、「店舗共通５００円割引クーポン」

及び「店舗限定特典クーポン」に加え、「店舗限定〇

〇〇円割引クーポン」も使用することができるもの

とします。 

（１）小松島市に住所を置く個人が運営している事

業所等 

（２）小松島市内に本社・本店を持つ法人が運営し

ている事業所等 

（３）小松島商工会議所の会員である個人又は法人

が運営している小松島市内の事業所等（店舗面積

が１，０００㎡を超える店舗を除く。） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

店舗限定○○○円割

引クーポンを廃止 

 ６．取扱店舗の責務等 ６．取扱店舗の責務等  

３ （１）「店舗限定特典クーポン」について、年度内（４

月１日から翌年３月３１日まで）に１回以上は発

行し、アプリ利用者が使用できるよう、「８．店舗

限定特典クーポンの申込」に記載のとおり、市に

特典クーポン申込書を提出してください。特典ク

ーポン申込書の提出が無い場合、市は取扱店の登

録を取り消すものとし、翌年度の取扱店舗の登録

は行わないものとします。 

 

 （２）～（１１） 略 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）～（１０） 略 

 

店舗限定特典クーポ

ンの実施を「必須」

から「任意」に改正 

 

 

 

 

 

 

番号の繰り上げ 

 ８．店舗限定特典クーポンの申込 ８．店舗限定特典クーポンの申込（任意）  

４ 店舗限定特典クーポンの申込は、次の方法によって

行うこととします。 

店舗限定特典クーポンの申込は、次の方法によって

行うこととします。ただし、店舗限定特典クーポンの

申込は任意とします。 

 

店舗限定特典クーポ

ンの実施を「必須」

から「任意」に改正 
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ページ数 令和５年度 令和６年度 修正内容 

 

４ 

９．店舗限定割引クーポンの申込 

「店舗限定〇〇〇円割引クーポン」の申込は、次の

方法によって行うこととします。なお、「店舗共通５０

０円割引クーポン」は申込不要です。 

（１）小松島市お散歩アプリ「こまポンウォーク」

店舗限定割引クーポン申込書（以下「店舗限定割

引クーポン申込書」という。）に必要事項を記入し、

市にメール、郵送、持参のいずれかにより提出し

てください。店舗限定割引クーポン申込書は市ホ

ームページからダウンロードできるほか、市役所

窓口でも配布します。 

（２）店舗限定割引クーポン申込書の提出先は、「７．

（２）登録申請書の提出先」の記載のとおりです。 

（３）店舗限定割引クーポン申込書の受付期間は、

クーポン抽選応募期間開始日の１週間前までとし

ます。（クーポン抽選応募期間は「２．（３）スケ

ジュール予定」を参照） 

 

 １０．～ １４． 略 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９．～ １３． 略 

 

 

店舗限定○○○円割

引クーポンを廃止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号の繰り上げ 

 １３．登録の取消 １３．登録の取消  

５ 次の各号のいずれかに該当する場合は、市は取扱店

の登録を取り消すものとします。 

（１）「店舗限定特典クーポン」について、年度内（４

月１日から翌年３月３１日まで）に１回以上発

行しアプリ利用者が使用できるよう、市に特典

クーポン申込書を提出しない場合 

 （２）～（４） 略 

 

次の各号のいずれかに該当する場合は、市は取扱店

の登録を取り消すものとします。 

 

（削除） 

 

 

（１）～（３） 略 

 

 

 

店舗限定特典クーポ

ンの実施を「必須」

から「任意」に改正 

 

番号の繰り上げ 

 


